
     
「
教
育
」
に
関
わ
る
市
民
の
政
策
提
言 

   
 

誰
が
ど
う
考
え
て
も
、
今
真
っ
向
か
ら
「
教
育
」
の
理
念
に
反
す
る
ヤ
ラ
セ
の
「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」

ま
で
日
本
各
地
で
開
い
て
、
現
行
の
「
教
育
基
本
法
」
を
強
引
に
変
え
よ
う
と
す
る
安
部
政
権
の
政
治
の
動
き
は

ま
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
市
民
無
視
の
姑
息
な
動
き
は
、
日
本
を
再
び
過
去
の
悪
夢
の
再
現
に
追
い
や
る

だ
け
で
す
。
こ
れ
は
許
し
が
た
い
暴
挙
で
す
。
私
た
ち
は
心
の
底
か
ら
怒
り
を
覚
え
ま
す
。
こ
の
暴
挙
を
背
後
に

し
た
「
教
育
再
生
会
議
」
な
ど
は
と
う
て
い
信
じ
が
た
い
。
何
を
や
ら
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、

こ
れ
は
「
教
育
破
壊
会
議
」
で
す
か
。 

  
 

私
た
ち
「
市
民
の
意
見
３０
・
関
西
」
は
、
民
主
主
義
政
治
の
「
主
権
在
民
」
の
大
原
則
に
基
づ
き
、
市
民
が

政
治
に
か
か
わ
り
、
自
分
自
身
の
市
民
の
政
策
を
も
つ
べ
き
だ
と
考
え
、
討
議
を
重
ね
て
政
策
づ
く
り
を
進
め
て

き
た
市
民
の
「
シ
ン
ク
タ
ン
ク
」
と
言
う
べ
き
市
民
の
政
策
集
団
で
す
。
私
た
ち
は
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
安
部
新

首
相
が
率
い
る
政
府
の
暴
挙
に
全
面
的
に
反
対
、
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
立
場
に
立
っ
て
、
あ
る
べ
き
「
教

育
」
の
姿
か
た
ち
を
提
示
し
、
そ
れ
に
至
る
具
体
的
政
策
を
提
案
し
ま
す
。
私
た
ち
が
提
示
、
提
案
す
る
の
は
、

ま
ず
国
会
議
員
、
総
理
以
下
政
府
関
係
者
に
対
し
て
で
す
。
あ
な
た
方
が
、
今
真
に
日
本
の
教
育
の
現
状
を
案
じ
、

社
会
、
国
の
未
来
の
百
年
の
計
と
し
て
あ
る
べ
き
教
育
を
真
剣
に
考
え
て
行
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
こ
の

私
た
ち
市
民
の
理
想
の
教
育
の
提
示
、
提
案
を
私
た
ち
市
民
と
と
も
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
ぜ
ひ

と
も
実
現
へ
一
歩
で
も
踏
み
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 
 

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
こ
の
提
示
、
提
案
を
市
民
自
身
に
対
し
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
提
示
、
提
案
を
「
た

た
き
台
」
と
し
て
市
民
の
あ
い
だ
で
広
く
論
議
が
な
さ
れ
て
、
真
に
市
民
の
立
場
に
立
っ
た
教
育
が
な
さ
れ
る
こ

と
を
、
私
た
ち
は
心
か
ら
願
い
、
期
待
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
う
し
た
市
民
の
真
の
「
教
育
再
生
会
議
」
へ
の

討
議
、
論
議
の
「
た
た
き
台
」
と
し
て
あ
る
提
示
、
提
案
で
す
。 

  
 

私
た
ち
の
提
示
、
提
案
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
ま
ず
教
育
基
本
法
、
そ
し
て
そ
の
元
と
し
て
あ
る
日
本
国
憲
法

で
す
。
私
た
ち
は
た
だ
基
本
法
、
憲
法
堅
持
を
う
た
い
上
げ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
法
、
憲
法
に
限

ら
ず
、
世
界
人
権
宣
言
、
国
際
人
権
規
約
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
な
ど
、
そ
う
し
た
人
類
の
叡
智
の
集
積
に
も
依

拠
し
て
、
あ
る
べ
き
教
育
の
全
体
構
想
を
考
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

 
 

私
た
ち
は
長
期
間
に
わ
た
る
討
議
を
経
て
「
市
民
・
教
育
の
権
利
宣
言
」
を
か
た
ち
づ
く
り
、
そ
の
基
本
に
基

づ
い
て
、
具
体
的
政
策
を
つ
く
り
上
げ
て
来
ま
し
た
。 

 
 

今
、
私
た
ち
が
お
手
元
に
お
渡
し
す
る
の
が
そ
の
討
議
の
結
果
で
す
が
、
こ
こ
で
ま
ず
手
短
に
特
色
あ
る
政
策

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
ま
す
。 

 

＊
す
べ
て
の
市
民
は
、
ひ
と
し
く
、
そ
の
発
達
の
必
要
に
応
じ
た
教
育
へ
の
権
利
を
持
つ
。
憲
法
第
二
十
六
条
第

一
項
に
明
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
教
育
は
市
民
の
権
利
で
あ
っ
て
、
義
務
で
は
な
い
。
社
会
と
国
は
、
そ
の
市

民
の
「
義
務
教
育
」
な
ら
ぬ
「
権
利
教
育
」
の
実
現
を
、
法
制
度
、
財
政
的
措
置
を
含
め
て
全
力
を
挙
げ
て
支
え

る
。 

＊
し
た
が
っ
て
、
市
民
は
、
大
学
に
い
た
る
ま
で
無
償
で
教
育
を
受
け
る
権
利
を
持
つ
。
こ
れ
は
国
際
人
権
規
約

が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
す
で
に
長
年
当
然
の
こ
と
と

し
て
な
さ
れ
て
来
て
い
る
こ
と
で
、
何
も
異
常
な
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
や
米
国
や
韓
国
の
よ
う
に
無
償
で
大
学

教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
い
国
の
ほ
う
が
異
常
だ
。
子
ど
も
の
学
費
が
心
配
な
の
で
子
ど
も
も
お
ち
お
ち
持
て
な
い

と
い
う
声
が
多
い
な
か
で
、
ど
う
し
て
「
少
子
化
」
対
策
に
か
か
わ
っ
て
こ
の
問
題
が
討
議
さ
れ
な
い
の
か
。 

＊
教
育
の
目
的
は
、
ま
と
め
上
げ
て
言
え
ば
、
人
間
が
人
間
社
会
、
市
民
社
会
の
な
か
で
ま
と
も
に
生
き
て
行
け

る
た
め
の
土
台
づ
く
り
だ
。
土
台
づ
く
り
は
、
個
人
の
個
性
に
合
わ
せ
て
ゆ
っ
く
り
行
な
う
べ
き
だ
。
拙
速
は
見



か
け
倒
し
に
終
わ
っ
て
、
人
間
的
に
も
学
問
的
に
も
大
成
し
な
い
。
こ
と
に
今
は
昔
と
ち
が
っ
て
教
え
る
べ
き
学

ぶ
べ
き
知
識
、
学
問
の
量
は
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
れ
を
昔
は
、
小
学
校
、
中
学
校
あ
わ
せ
て
基
本
的
に
は
十
一

年
、
（
旧
制
）
高
校
三
年
、
す
べ
て
あ
わ
せ
て
十
四
年
か
か
っ
て
大
学
へ
行
っ
た
。
然
る
に
今
は
、
小
学
校
、
中

学
校
九
年
、
高
校
三
年
、
計
十
二
年
で
大
学
進
学
だ
。
付
け
加
え
て
受
験
勉
強
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
詰
め
込
み
、

切
り
捨
て
教
育
、
新
入
大
学
生
の
学
力
不
足
、
は
て
は
学
校
あ
げ
て
の
必
修
科
目
ご
ま
か
し
な
ど
の
不
祥
事
も
当

然
の
事
態
に
な
る
。
ど
う
し
て
教
育
期
間
を
延
ば
し
て
、
小
学
校
六
年
、
中
学
校
四
年
、
昔
並
み
に
大
学
進
学
ま

で
を
十
四
年
に
し
て
余
裕
を
も
っ
て
教
育
を
行
な
わ
な
い
の
か
。
余
裕
の
な
い
教
育
は
、
く
り
返
し
て
言
う
、
人

間
的
に
も
学
問
的
に
も
豊
か
な
成
果
を
も
た
ら
さ
な
い
。
私
た
ち
は
こ
う
し
た
根
本
的
な
改
革
を
必
要
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
昔
は
こ
う
や
っ
て
い
た
の
だ
。 

＊
「
義
務
教
育
」
な
ら
ぬ
「
権
利
教
育
」
の
期
間
は
こ
の
十
四
年
間
で
あ
る
。
小
学
校
・
中
学
校
、
高
校
の
段
階

に
お
い
て
は
、
入
学
試
験
は
一
切
行
な
わ
な
い
。
入
試
の
あ
り
方
は
受
験
資
格
を
含
め
て
各
大
学
が
決
め
る
。
共

通
一
時
試
験
は
や
め
る
。 

＊
市
民
の
学
校
、
教
育
に
対
す
る
基
金
は
大
幅
な
税
控
除
の
対
象
と
し
「
民
学
共
同
」
へ
の
道
を
開
く
。
こ
れ
は

米
国
な
ど
で
す
で
に
大
規
模
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
今
野
日
本
で
存
在
し
て
い
る
の
は
企
業
と
学
校
教
育

の
結
合
の
「
産
学
共
同
」
だ
け
で
、
こ
れ
で
は
教
育
の
あ
り
方
が
ゆ
が
む
。 

＊
教
科
書
検
定
制
度
は
廃
止
す
る
。
教
科
書
な
ど
の
選
定
は
、
教
え
る
教
師
が
行
な
う
。 

＊
立
法
・
行
政
・
司
法
の
各
機
関
は
各
学
校
の
教
育
内
容
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
。
立
法
・
行
政
・
司
法
・
教

育
の
四
権
分
立
を
国
の
基
本
の
あ
り
方
と
す
る
。 

＊
教
育
委
員
会
は
市
民
の
教
育
へ
の
権
利
を
保
障
し
て
、
市
民
の
意
思
を
教
育
に
反
映
す
る
機
関
と
し
て
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
委
員
は
す
べ
て
公
選
で
選
出
さ
れ
る
。
教
育
委
員
会
と
各
学
校
は
対
等
、
平
等
の
関
係
に
立
つ
。

学
校
は
基
本
的
に
は
教
員
、
生
徒
、
保
護
者
の
三
者
が
つ
く
る
学
校
運
営
評
議
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
。 

＊
市
民
は
学
校
へ
行
く
権
利
を
持
つ
と
と
も
に
行
か
な
い
権
利
を
も
持
つ
。
行
か
な
く
と
も
学
習
す
る
権
利
が
保

障
さ
れ
る
よ
う
に
、
保
護
者
・
国
・
社
会
は
、
法
制
度
を
含
め
て
全
力
で
支
え
、
学
校
へ
行
か
な
い
こ
と
で
不
利

益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

以
上
は
私
た
ち
が
提
案
す
る
政
策
の
例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
す
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
全
体
を
お
読
み
い
た
だ

き
た
い
。
参
考
資
料
と
し
て
「
日
本
国
憲
法
」
教
育
基
本
法
」
「
世
界
人
権
宣
言
」
「
国
際
人
権
規
約
」
「
子
ど

も
の
権
利
条
約
」
か
ら
、
必
要
な
箇
所
を
抽
出
し
て
つ
け
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
お
読
み
く
だ
さ
い
。
そ
の
上
で
、

賛
同
、
反
対
、
ど
ち
ら
で
も
の
ご
意
見
を
私
た
ち
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
大
い
に
論
議
し
ま
し
ょ
う
。
民
主
主
義

も
民
主
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
も
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
決
し
て
ヤ
ラ
セ
の
教
育
談
義
か
ら
は
始
ま
ら
な
い
。 

 

２
０
０
６
年
１１
月
１４
日 

 

小
田
実
（
代
表
・
作
家
） 

石
井
治
之
（
大
阪
大
学
大
学
院
生
） 

岩
崎
早
百
合
（
本
会
会
員
） 

海
老
坂
武
（
フ
ラ
ン
ス
文
学

者
・
元
関
西
学
院
大
学
教
授
） 

大
谷
健
造
（
会
社
員
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
） 

小
倉
雄
二
（
大
阪
府
立
茨
田
高
校
教
諭
） 

恩
田
怜

（
神
戸
市
会
議
員
） 

金
井
和
子
（
同
志
社
大
学
講
師
） 

木
戸
衛
一
（
大
阪
大
学
大
学
院
助
教
授
） 

関
口
哲
生
（
元
神
戸
海

星
女
子
学
院
大
学
教
授
） 

田
宮
常
好
（
自
営
業
・
元
商
社
員
） 

中
島
絢
子
（
公
的
支
援
実
現
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
） 

中
村

文
生
（OEM

シ
ス
テ
ム
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
） 

西
岡
喜
久
雄
（
防
災
士
） 

登
幸
雄
（
染
色
家
） 

玄
順
恵
（
画
家
） 

藤
野
由

季
子
（
美
容
室
経
営
） 

藤
原
晴
江
（
元
箕
面
市
立
中
学
校
教
諭
）
三
上
賢
悦
（
元
日
本
貿
易
振
興
会
ジ
ェ
ト
ロ
職
員
） 

水
野

行
範
（
大
阪
府
立
桃
谷
高
校
教
諭
） 

宮
川
一
樹
（
関
西
労
災
病
院
リ
ハ
ビ
リ
科
理
学
療
法
士
） 

安
野
洋
子
（YW

CA

会
員
） 

山
村
雅
治
（
山
村
サ
ロ
ン
代
表
） 

北
川
靖
一
郎
（
事
務
局
長
・
元
京
都
府
職
員
） 

他
、
市
民
有
志 
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